
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 

精神障害者に対する職業訓練モデルの構築と実践 
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   第１章 精神障害者に対する職業訓練モデルの構築 

    第１節 職業訓練モデルの枠組みと背景 

 

 

 精神障害者に対する職業訓練の新たな取り組みとして国立職リハセンターの実践を検証するために、

精神障害者の職業訓練について理論的な枠組みを整理しておく。精神障害者の行動特性や雇用環境に関

する文献及び精神障害者の職業訓練の実態調査（第Ⅰ部）を参考に、精神障害者に対する職業訓練の訓

練システムについて、「何を」「どのように」という二つの視点からモデル（枠組み）を導き出す。何を

するかということを「構造モデル」とし、どのようにするかということを「指導・支援モデル」とする。

そして、両者の組み合わせを「総合モデル」とする。 

 

  二つの視点から構築   ① 構造モデル（何をするか？） 

                                        ③ 職業訓練モデル  

 ② 指導モデル（どのようにするか？）   （①、②の組合せ） 

 

 このモデルを導き出す背景として、精神障害者を取り巻く雇用環境から就労ニーズを各種文献から整

理し、就業能力との関わりで精神障害者の職業訓練の基本的枠組みを検討していく。 

 

１．精神障害者の就労に関する現状 

 精神障害者の雇用の特徴について第Ⅰ部第１章の「就労状況」から概観すると、一般就労がきわめ

て少ない、小規模事業所における就労が多い、職場定着が難しいということが挙げられる。また、収

入も健常者と比較して低いのが現状である。 

 しかし、精神障害者はその社会復帰が進む中で、就職を希望する者が大きく増加している。実際、

「職業安定業務統計」（厚生労働省，2004）によると、公共職業安定所における精神障害者の新規求職

申込件数、有効求職者数、就職件数とも、他の障害（身体障害、知的障害、その他）に比べて最も大

きい伸びである。ところが、精神障害者の就職率は、わずかに増加しているけれども、全障害者の中

で最も低い数値（平成 16 年度は 34.3％）である。このことから、就職することが困難な精神障害者

が依然として多いということも事実である。 

 今までは主に当事者の側から就労の現状を見てきたが、次は採用する立場いわゆる企業ニーズとの

関わりで精神障害者雇用の課題を整理してみる。 

 近年、情報化の進展に伴って高度に専門化された知識・技術が一気に促進され、雇用形態も即戦力

型の人材が求められている。このような状況下で企業が採用に当たって重視する能力は、職務に必要

となる特定の知識・技能の他に、職務遂行にあたり各個人が保持している思考特性や行動特性に関わ
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る要素も求められるようになってきている。例えば、チャレンジ精神、企画・発想、コミニュケーシ

ョン能力、思考判断、ビジネスマナー等が挙げられる（厚生労働省，2001/2004）。 

 では、障害者雇用に対する企業の考え方はどうであろうか。新規成長分野における身体障害者の雇

用に関するアンケート調査（職業能力開発総合大学校能力開発研究センター，2002/2003）によると、

採用に当たっての条件は障害の有無にかかわらず基本的には同じという結果が出ている。具体的には、

何事に関しても前向きな姿勢、人間関係を大切にできる心構え、明るさ、積極性、サービスマインド

（流通関連分野）、職場内でのコミュニケーション能力、協調性、向上心（医療・福祉関連分野）等で

ある。先述の企業が採用に当たって一般的に重視する思考特性や行動特性に係わる能力は、障害者雇

用においても同様の傾向が見られる。すなわち、職務に必要な知識・技能だけではなく、仕事の成果

を上げ雇用を維持するための行動特性に係る内容が具体的に盛られている。 

 以上、障害者を取り巻く雇用環境から企業ニーズを整理すると、①採用に際しての基本条件は障害

の有無に拘わらないこと、②その具体的な内容は職務に必要な知識・技能の他に、仕事の成果を上げ、

職務遂行に当たっての行動特性が求められていることの２つである。特に②における行動特性は、社

会性、対人技能、協調性等に課題を有している精神障害者において、就労上の高い障壁になっている

と考える。つまり、精神障害者の行動特性は企業が求める要件に合致しづらいことから、精神障害者

は雇用になかなか結びつかないと思われる。それを裏付けるものとして、精神障害者の雇用の促進等

に関する研究会（2004）による企業アンケートやヒアリング調査が参考になる。調査結果では、精神

障害者の新規雇用に関して多くの企業が、雇用管理の方法や仕事ができるかどうかについて不安を抱

いていることが示されている。 

 このようなことから、多くの精神障害者が就労による経済的、精神的な自立を望んでいるにもかか

わらず、実際には就労の機会になかなか恵まれず、現状の生活に併せて将来的にも不安を抱えている

様子がうかがえる。 

 

２．就業能力（エンプロイアビリティ）からみた精神障害者の職業訓練 

 前記の企業ニーズのポイントである職務遂行にあたる思考特性や行動特性について、もう少し具体

的に検討して職業訓練との関わりを検討していく。 

 厚生労働省職業能力開発局（2001）では近年の産業構造の変化、技術革新の進展や労働者の就業意

識・就業形態の多様化に伴い、職業能力のあり方に大きな変化が生じていることから、労働市場とい

うものを念頭に置きつつ、そこで通用する労働市場価値を含んだ就業能力（エンプロイアビリティ）

についてまとめている。エンプロイアビリティの具体的な内容は図１－１－１のとおりであり、Ａは

顕在的、他方、Ｃは個人的属性として潜在的なものである。Ｂは態度として現れる点で見える部分に

属するが、潜在的な個人的属性とのつながりが強い。 

 Ａ 職務遂行に必要となる特定の知識・技能等顕在的なもの 

 Ｂ 協調性、積極性等、職務遂行に当たり、各個人が保持している思考特性や行動特性に係るもの 
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 Ｃ 動機、人柄、性格、信念、価値観等の潜在的な個人的属性に関するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１－１ エンプロイアビリティの概念図 

 

 このエンプロイアビリティの考え方を基に、職業訓練に必要とされているものを考えてみる。まず、

産業構造の変化から職業訓練は何を求められているかを見てみよう。最近のＩＴ等の技術革新の急激

な進展により、産業経済は絶えざる変化にさられているため、変化に対応する能力がとりわけ求めら

れるようになってきている。変化の激しい時代における職業訓練は、従来のＡ知識・技能の習得だけ

ではなく、同時にＢの行動特性、思考特性を養うことにも焦点を当てていくことが必要になってきて

いる。 

 次に、職業訓練に求められる内容について、障害者（特に精神障害者）の場合は、どのように考え

れば良いかを検討していく。先の新規成長分野における身体障害者の雇用に関するアンケート調査（職

業能力開発総合大学校能力開発研究センター，2002/2003）から、障害者職業訓練に求められる内容

を見ると、次の２点に要約される。 

 一つは、生産活動の海外委託等の国際化及び技能レベルの高度化・多様化等、時代や技術の変化に

応じた知識・技能に関する能力開発である。二つは、社会人として最低限の資質（マナーや一般常識

等）の育成である。これらとエンプロイアビリティを比べると、二つともエンプロイアビリティの考

え方に沿っている。つまり、障害者職業訓練についても、変化への対応として知識・技能及び行動特

性、思考特性が求められており、一般の職業訓練と同様である。 

 では、精神障害に対する多種多様な支援において、職業訓練が機能するにはどのような対応が望ま

れるかについて、エンプロイアビリティとの関わりからさらに考えてみる。 

 Ａの知識・技能の面については、障害者雇用においても第一義的に求められていることから、技能

習得を目的とした技能訓練は、精神障害者対しても必要である。多様な精神障害の中には潜在的な能
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力を有している者もおり、このような者に対する技能訓練は有効と思われるからである。ただ、多く

のハンディキャップを負っている精神障害者については、時代の変化に応じた技能習得という側面だ

けではなく、障害特性に応じた環境調整という側面も考慮した技能訓練が必要である。実際に精神障

害者を雇用するにあたっては、公的な助成の充実、本人と事業所との調整役の必要性、生活の場の確

保、経営者の意識改革、受け入れ側（企業内）での障害者雇用に関する専門家の育成、送り出し側の

企業経営に関する理解の促進等多くの課題が挙げられている（小野，2005；吉光・木島・松為，1999）。 

 Ｂについては障害である精神活動や機能面に深く関わっていることから、通常の技能訓練とは異な

る特別な配慮が必要である。Ｂの思考特性や行動特性は、今後の職業訓練における重点事項になって

いることは前述のとおりであるが、精神障害者の場合はこの分野に障害上の課題を有していることか

ら、健常者に増してより一層の配慮が必要と考える。実際、精神障害者の中には、エンプロイアビリ

ティにおける知識・技能は保持していても、認知障害や長期入院による社会性の欠如等によって、思

考特性や行動特性に係る能力（社会性、対人技能、協調性等）が身についていない場合が多い。そこ

で、本人のエンプロイアビリティを再確認し、技能習得に併せて就労のために必要と思われる精神的

及び認知的側面の能力を身につける、あるいは、代償となる方法を見つけるといった支援を行ってい

くことが最も重要なポイントと考える。また、精神疾患に係わるマイナス要因として精神状態や生活

上の不安定さがある場合は、医療機関等の関係機関との連携によって、病状や障害の安定を図ること

が必要になってくる。 

 Ｃについては、Ｂの基礎になっており個人的属性として見えない部分である。このＣについては、

そもそも、本人の持って生まれた特性、性格に起因する部分や子供の頃からの実生活や教育によって

育まれる性格のものであり、特定の能力開発や能力評価になじむかという問題がある（厚生労働省能

力開発局、2001）。このことから、C については、職業訓練によって行動変容を促すこととは別の要

素と考えられるため、本報告では特に言及しないこととする。 
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    第２節 職業訓練モデルの構築 

 

 精神障害者の職業訓練モデルを導き出す背景として、精神障害者を取り巻く雇用環境から企業ニーズ

を整理し、精神障害者の就労を支援する多様なサービスの一つとして、就業能力（エンプロイアビリテ

ィ）からみた精神障害者の職業訓練を考えた。その結果、技能訓練に併せて精神的及び認知的側面の支

援、及び関係機関との連携という基本的な枠組みを示した。この基本的な枠組みについて、さらに「何

を」、「どのように」という二つの視点から、職業訓練モデルを具体的に検討していく。 

 

１．構造モデル 

 構造モデルは、精神障害者の職業訓練について、「何を」、「どのように」という二つの視点のうち、「何

を」ということから検討していく。 

 

（１）職業訓練における技能訓練の必要性 

 職業訓練の基本的な考え方は、「労働者に対して職業に必要な技能を習得させ、又は向上させるため

に行う訓練」とされている（昭和 33 年職業訓練法第２条）。障害者職業訓練においても同様の考えで

実施されており、職業に必要な技能習得を目指した訓練が行われている。しかし、職業リハビリテー

ションサービス（以下、「職リハサービス」という。）における職業訓練については、障害の類別化と

残存能力開発（技能訓練）に重点がおかれ、身体障害者を中心とした一部の障害者にしか対応してい

ないとの指摘（清水，1998）がある。そこで、新たな取り組みとして精神障害者の職業訓練を考える

に当たり、改めて職業訓練における技能訓練の必要性について考えてみる。 

 

 ア．職務遂行における基本的技能の必要性 

 社会参加の最も有効な方法として仕事を通しての参加、いわゆる就職がある。この仕事として任さ

れた職務を遂行するに当たり、それぞれの職務には一定の知識や技能が存在する。職務をスムーズに

遂行するためには、それぞれに内在する基本的な知識や技能の習得が必要条件である。この必要条件

を満たしていない場合（初めての職務経験等）は、障害の有無、職務の質や程度に関わらず基本的技

能訓練の必要性がある。 

 

 イ．企業ニーズへの対応として専門的技能訓練の必要性 

 産業構造の変化、技術革新の進展等により労働市場や雇用現場が様々な変化をしており、これらの

変化に応じた職業能力として専門的な知識・技能が求められている。この専門的な知識・技能を習得

することにより、就労の可能性が高まる。従って、様々な変化に応じた知識・技能の習得としての技

能訓練は、企業ニーズの対応としても必要である。 
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 ウ．当事者自身の価値観に沿った援助としての必要性 

 職業訓練について佐々木（1987）は、「職業訓練とは労働者の生きること（生存権）、働くこと（勤

労権）、学ぶこと（教育権）を三位一体で保障することである。」と述べている。個人の職業的自立を

保障する根元的な営みとの捉え方である。このような捉え方からすると、ハンディキャップがあるた

めに、「本人ができそうな作業での就労」という支援は、本人にとって真に意味があるのだろうか。本

人ができそうな作業とは、本人に精神的負担をかけない単純要素作業になりがちで、必ずしも本人の

希望と合致しない場合があると思われる。これではハンディキャップを有している者、特に精神障害

者にとって最も重要な自尊心や意欲の回復にはつながらないと考える。精神障害者は何が「障害」か

の理解を、周囲の人々から得るのが難しいという事情があり、疾患や障害に対して必要以上に悲観的

な見方をする場合がある。このような「思い込み」を取り去り、その人にとっての職業の意義や高等

教育を受ける意義を確認しながら、「将来なりたい自分をめざす」という希望を持ち続けることができ

る支援が重要である（大瀧，2004）。つまり、本人が目指しているゴールに意欲をかきたてるような

支援が要点であり、一見非現実的と思われても、総合的な見地から可能性を見出し、本人の価値観に

沿った支援が必要である。菊本、本間（2000）によると、本人自身の価値観に沿って援助方針を立て

ると動機も著しく高くなり、結果的に無理をしないで安定した職業生活にたどり着くことも多いとの

実践報告がある。従って、精神障害者の就労支援計画においては、本人に精神的負担をかけないとい

う配慮に止まらず、本人の意向に沿った一般就労を目指すために、専門的な知識・技能の習得を支援

する技能訓練も、多様な職リハサービスの一つとして必要なことと考える。 

 ア及びイについては、先の障害者雇用のニーズ調査にあるように障害の有無にかかわらず基本事項

としての必要性である。ただし、職業的重度の者には現実的ではない部分もある。それは、職業的重

度な者は職業能力に相当の制限があるために、その能力を必要とされる能力まで引き上げるのに限界

があるからである。このような者については、働く環境全体の調整という視点から、障害者の能力を

勘案していかに仕事の内容をマッチングさせていくかが要点となる。ウについては、ハンディキャッ

プ（特に精神障害）を有している者に対して、本人の価値観に沿った技能訓練の効用である。 

 これらのことから、障害者職業訓練における技能訓練は、働く環境調整の中で個々の状態に応じて

技能訓練の比重を柔軟に変えながら、多様な職リハサービスの一つとして実施していく必要があると

考える。 

 

（２）精神障害者の職業訓練を支える職業生活支援の必要性 

 エンプロイアビリティとの係わりで精神障害者の職業訓練に必要な要素を検討した結果は、技能訓

練に併せて精神活動や機能面の支援が必要とのことである。言い換えれば、精神障害者の就労支援に

おける多様なサービスの一つとして職業訓練が機能するには、技能訓練に精神活動や機能面の支援を

訓練システムとしていかに組み込むかにあるといえる。そこで、訓練システムに新たに必要となる要

素について、職業リハビリテーションの原則を基に検討していく。 
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 職業リハビリテーションにおける障害者の能力開発に関する原則を、階層構造という考えから整理

すると図１－２－１のようになる（野中・松為，2003）。職務としての仕事をしていくには、それを

支える職業生活がこなせなければ就労できない。そのためには、職場以外の日常生活管理ができてい

なければならない。さらに疾病管理ができていなければならない。このような階層構造のなかで精神

障害者が職業を継続していくには職業準備性が非常に重要である。ここでの職業準備性とは疾病管理、

日常生活管理、職業生活の全てに関わるものである。職業準備性への支援として職業リハビリテーシ

ョンが関わるものは、職務、職業生活、一部日常生活の分野が考えられる。医療分野が関わるものと

しては、疾病管理、日常生活管理、一部職業生活も考えられる。そして職業と医療の共通分野を通し

て両者の連携が必要である。 

 

 

 

 

 

 

             図１－２－１ 職業リハビリテーションの原則（階層構造） 

 

 職業訓練は職業に必要な技能を習得させることを目的としていることから、職業リハビリテーショ

ンにおける階層構造の職務についての支援が中心となる。ここでいう職務とは、仕事として果たす役

割であり、その役割を遂行するためにはそれぞれに必要な技能がある。仕事に必要な技能の習得につ

いて直接働きかける行為が職業訓練の役割と考える。このようなことから、従来の障害者職業訓練は、

日常生活動作の自立を前提とした者、つまり階層構造の職務を支えている職業準備性に重大な支障の

ない者を対象としてきた。 

 しかし、職務を支えている職業準備性に課題を有している精神障害者については、常に疾病管理、

日常生活管理等に不安定さを残しているため、この分野への対応も併せて必要である。実際、多くの

精神障害者は、医療や生活上の問題を抱えながら仕事をこなしているのが現実であり、その意味では

職業準備性は常に何らかの強化や援助が必要である。このような現状から、医療、生活、職業の関係

を段階的にステップアップするということではなく、それぞれを並列的に捉えて相互に影響しあいな

がら支援していくことが必要である（菊本・本間，2000；本間，2000）。 

 以上の職業リハビリテーションの検討から、精神障害者の職業訓練に新たに求められる要素は、図

１－２－１における職業準備性の中で職業リハビリテーションの分野が担う要素を技能訓練と併せて

行うことであると考える。なお、この新たな要素は、第Ⅰ部のアンケート調査結果からも「職業生活

支援」として表出しているので、この節においても「職業生活支援」という名称で扱うこととする。 

 職業生活支援の内容について、松為（2003）の整理を参考にすると、「社会生活の遂行」と「職業

職業準備性 職業リハビリテーション

　　連携
医療リハビリテーション

疾病管理

日常生活管理

職業生活

職務
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準備行動」からなっている。「社会生活の遂行」は、地域の中で日常生活を営む上で必要とされる、仕

事に就く以前の最も基礎的な能力である。具体的には、基礎的学習能力（文字の理解、数処理、コミ

ュニケーション）、適応能力（体力、自己理解、感情統制、場面・役割の理解、対人関係形成）、地域

社会適応行動（日常生活技能、健康管理）である。「職業準備行動」は、仕事の種類や内容にかかわら

ず、職場での役割を果たすのに必要となる共通的能力である。それらの概略は、職業の理解、基本的

ルールの理解、作業遂行の基本的能力、作業遂行の態度、対人関係の態度、自己統制等である。 

 職業生活を継続するには、これらの諸条件を満たしていることが求められ、充分にできていれば一般

就労をし、それを維持していく可能性が高いといえる。このことは、働きたいと願っている精神障害者

に対する職業訓練においても重要な視点であり、従来の技能訓練に併せて新たに付加する要素である。 

  

２．指導・支援モデル 

 指導・支援モデルは、精神障害者の職業訓練について、「なに」を「どのように」という二つの視点の

うち、「どのように」ということから検討していく。 

 

（１）個別ニーズに沿った個別、柔軟な対応 

 精神障害は精神活動や機能が阻害され、それによって本人の日常生活への支障が生じ、結果として社

会生活上の不利益を被る障害概念であるが、これらはまだ曖昧な規定であり、その判断は主観や社会常

識によるところも少なくない（日本職業リハビリテーション学会・職リハ用語検討研究委員会，2002）。

このように精神障害は非常に分かり難く把握しづらい障害である。その大きな要因は、精神活動や機能

という外からは見えない内面に起因していることに加え、精神活動自体に絶えず不安定さを伴うことか

ら障害状況が経時的に変化しているためと考える。従って、精神障害における障害状況は様々であり個

別性が非常に高いため、個別ニーズを見出し、個別の事情に合わせた柔軟な支援が必要とされている。 

 まず、把握しづらい精神障害者の個別ニーズをいかに見出すかについて考える。個別ニーズとは、「本

人の要望」と「就労に必要な能力、適性」を把握し、両者の折り合いをつけていくことである。この個

別ニーズの把握については、次の二つの方法が考えられる。一つは、直接的、即時的な対応であり、行

動観察等を通して個々の状況を把握することである。二つは、間接的、経過的な対応であり、定期的な

ケースカンファレンス等を通して複数の視点で検討することである。このような即時的観察及び経過的

検討をそれぞれに繰り返しながら、徐々にニーズを明確にしていく事が考えられる。 

 次に、個別ニーズを具体的な指導・支援にどのように結びつけていくかについて述べる。この個別、

柔軟な対応については、第Ⅰ部の各調査で得られた結果からも、効果的と思われる配慮事項が多くみら

れる。それらの代表的なものを挙げると、技能訓練に関わるものとしては、「個々に対する段階的な目標

設定や具体的指示」、「個々の得意分野を伸ばす」等であり、職業生活支援に関わるものとしては、「声か

けや相談」、「体調の把握」等、個々の状態に気を配る配慮事項である。このような状況から、個別、柔

軟な対応についてまとめると、以下のようになる。 
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 精神障害者の職業訓練においては、個々の障害特性等を踏まえながら得意分野を伸ばす個別指導を基

本とし、段階的な個別訓練計画を立てることが必要である。具体的には、訓練生の体調、訓練の進捗状

況、就職活動等の状況に応じて、個々の訓練内容や時間を調整して柔軟に対応する。例えば、入校直後

においては、慣れない訓練生活に対する不安や緊張等から体調を崩しやすいので、休憩時間を効果的に

取り入れる等体調に配慮した訓練時間を設定したり、疲労が蓄積しやすい人等には短時間就労を意識し

て１日及び１週間の訓練時間の短縮等を検討する等が考えられる。また、訓練が進むにつれ技能習得上

の問題や就職活動その他の要因で不安が増大することも予想される。そのために、定期的な個別相談や

グループワーク等の機会を設け、訓練生個々の受講態度等の状況把握に努めることも重要である。この

ように個別ニーズに沿った個別の対応をすることで、技能面及び精神面において安定した訓練の受講が

可能となり、訓練効果が期待できると思われる。 

 

（２）指導・支援体制として連携の必要性 

 精神障害者が、その人が暮らす地域で普通の職業生活を営むためには、障害特性に合わせた的確なサ

ービスの提供が必要であり、医療・福祉、就労に関する各サービスの連携が必要といわれている。職業

訓練は就労支援機関の一つであり、精神障害者に対するサービスの一部を担っているに過ぎない。この

ような精神障害者に対する支援の多様性を考えると、職業訓練は単独で完結したサービスではなく、関

係機関も含めた多様な就労支援の一つとして機能することが必要である。そのために、精神障害者の職

業訓練の実施に際しては、関係機関との連携が重要になってくる。 

 精神障害者の職業訓練を実施している職業能力開発校の調査結果（第Ⅰ部）からも、関係機関との連

携の必要性がクローズアップされている。その具体的内容は、主治医や関係機関との連携、職員間での

連絡の必要性である。特に、病状、日常生活面の把握や対応は、能開校だけでは対応できないことがあ

り、医療・福祉関係の専門機関との連絡や連携が大切であることがわかる。 

 

３．職業訓練モデル 

 精神障害者に対する多様な就労支援において、技能訓練を前提とした職業訓練が多様な就労支援の一

つとして機能するためにはどのような要素が必要かを、構造モデル（「何を」）、指導・支援モデル（「ど

のようにするか」）として検討してきた。その結果を要約すると、従来の職業訓練は、職務遂行に必要な

技能習得を主体とした訓練を展開していた。しかし、新たな対象者である精神障害者に対しては、精神

障害者の行動特性や実態調査の結果等を配慮し、次の要素を付加することが必要である。 

①技能訓練に併せて職業生活支援の必要性 

②個別ニーズに応じた個別・柔軟な対応の必要性 

③職業訓練と関係機関との包括的な連携の必要性 

 以上の要素について、それぞれの関係性を図１－２－２に表す。 

 精神障害の特性から職務を支える職業準備性に課題を有しているため、職業訓練の実施に際しては、
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技能訓練に併せて職業生活支援が必要である。技能訓練と職業生活支援は、個々に独立しているのでは

なく相互補完的に密接な連携のもとに行う必要がある。その指導・支援の方法は、障害状況の把握が困

難で個別性が高いことから、個別のニーズを的確に把握し、従来にも増して個別・柔軟な対応が求めら

れている。さらに施設外においても医療機関をはじめとして、各関係機関との密接な関係を築き地域の

中で連携を組んでいく必要がある。 

連携

連携

外部関係機関
医療機関 、福祉機関、教育機関
就労支援機関
家庭

技能訓練 職業生活支援

個別、柔軟な対応

 

         図１－２－２ 精神障害者に対する職業訓練の関係図 

 

 関係図に表した精神障害者の職業訓練に必要と思われる要素を、さらに「構造モデル」と「指導・

支援モデル」の相互の関係を検討し、両者の関わりを職業訓練モデルとして整理する。 

 精神障害者の特性を配慮した職業訓練について、「何を」、「どのようにするか」との関係を二軸で表し

たものが図１－２－３である。横軸は「何を」という構造モデルを、縦軸は「どのようにする」という指

導・支援モデルをとり、両者の関わりを職業訓練モデルとして考えた。横軸の構造モデルは、技能訓練と

職業生活支援がある。縦軸の指導・支援モデルには、指導・支援の方法（個別・柔軟性）と指導・支援の

体制（内部連携、外部連携）があり、それぞれにキーワードが位置付いている。 
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         図１－２－３ 精神障害者に対する職業訓練モデル 

 以下、職業訓練モデルの内容について説明する。 

 

（１）「技能訓練」における「指導・支援方法」について 

 （目標探索志向による個別・柔軟な訓練） 

 一般の職業訓練は、日常生活に特段の支障のない者という枠組みから、知識・技能における現有能力

を就労可能な目標値まで引き上げる目標達成志向型の訓練方式をとっている。ところが、生活支援から

職業自立まで総合的、継続的な支援を必要とする精神障害者の場合は、多様な問題を内包しており事前

に訓練目標を明確に設定することが困難である。そこで、訓練の進行に伴って雇用や就業に向けてどの

ような解決すべき課題があり、またどのような職業的価値を付与できるか等、個別のニーズを見出して

訓練目標を徐々に絞り込んでいく目標探索志向型の柔軟な訓練方式が必要である。道脇（2000）の障害

者職業訓練の基本的課題を参考に、目標探索志向型の個別・柔軟な訓練について以下にまとめる。 

 目標探索志向型の訓練は、訓練開始に当たり標準的な訓練目標を仮に立てるが、訓練経過の中で問題

発見－解決というプロセスを辿りながら徐々に訓練目標を明確にしていく。訓練のプロセスでは、訓練

生のあるがままの姿を行動観察等で捉え、問題に直面し、そこから解決策を探し求めていく中で、本人

の要望と適性を把握し、就労に必要な能力を見出していく。具体的には、技能訓練として作業遂行面を

中心に作業の流れ・リズム、出来映え等から本人の適性を見出し、訓練目標を明らかにしていく。 

 訓練目標を徐々に絞り込む中で、個々の障害特性等を踏まえながら得意分野を伸ばしていくような個

別指導を基本とし、訓練生の体調、訓練の進捗状況、就職活動等の状況に応じて、個々の訓練内容や時

間を調整して柔軟に対応していく。 

 このような個別ニーズに沿った個別・柔軟な対応によって、個々の能力や特性に合った指導が展開で
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き、訓練効果が期待できると思われる。 

 

（２）「職業生活支援」における「指導・支援方法」について 

  （ケースマネージメント志向による職業生活支援） 

 精神障害者の職業訓練は、技能訓練に併せて職業生活支援を訓練システムとしていかに組み込むかに

ある。つまり、技能訓練を支えて就労に導くために、個別のニーズを見出し、適応力の向上を図る支援

が要点である。前述のように精神障害者は、多様な問題を内包しているために事前に目標像を明確に設

定することが困難である。そこで、ゴールまでのプロセスがはっきり見えていない状況を、現状認識を

通して今までのプロセスを整理し、具体的な目標像を徐々に明らかにしていくことが重要である。技能

訓練では作業遂行面が中心であるけれども、職業生活支援では人間関係の維持や適応等、作業遂行を支

えていくより広い領域に及ぶ。そのために、職業生活支援においては、障害者本人が抱いている要望と

アセスメントから導き出された目標とを調整し、個別のニーズを明らかにした上でどのような支援を行

うかを検討していくことが望まれる。 

 以上のような支援過程は、リハビリテーション型ケースマネージメント（野中，2005)の考え方が参

考になる。つまり、障害のある人自身を中心に、障害の構造を明らかにして目標を設定し、具体的な活

動目標を実践し、関係する資源を調整し、達成度合いを振り返り、より明確な目標を設定するという一

連の活動となる。このケースマネージメントの要素は、①査定（ニーズ・アセスメント）、②支援計画策

定、③介入（個別相談、グループワーク）、④評価であり、これらを巡回することにより個別のニーズ及

び目標を明確にしていく。 

 また、ケースマネージメント志向による職業生活支援は、訓練生の職業能力やニーズによって技能訓

練との相対的な比率は変わってくると考える。職業準備性等に課題を持つ者は、職業生活支援にウェイ

トを置いた取り組みが求められ、職業準備性等に課題が少ない者は、技能訓練にウェイトを置いた取り

組みとなる。このような、個別のニーズに応じた職業生活支援の実施が、技能訓練を支え就労支援に効

果的と考える。 

 

（３）「技能訓練、職業生活支援」と「指導・支援体制」について 

  （チーム指導、地域包括的支援ネットワーク） 

 精神障害者の職業訓練を円滑に行うに当っては、施設内の連携に止まらず施設外の精神障害者の医療

施設、生活支援施設、就労支援施設等との連携が要点となってくる。先ず施設内においては、技能訓練

と職業生活支援を担うそれぞれのスタッフが、①役割を明確にして②情報の共有化と共通認識を形成し

ながらチームで取り組むことが望まれる。しかし、チーム指導の必要性は叫ばれるけれども日本におい

てはその効果や運営方法が定まっていないということから、野中（1999）はチーム指導に関する当面の

課題を次のように整理している。①については、各担当者それぞれのよって立つ理論、技術、実際の役

割、限界、研修方法等について、比較して明確に共有する。②について欠くことのできない活動は、チ
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ームカンファレンスであり、いつ、どこで、だれが、だれと、どのように行うかを検討することが必要

である。 

 外部施設との連携においては、職業訓練は就労支援機関の一部であることから、職安や障害者職業セ

ンターとの連携はいうまでもない。特に精神障害者の場合は、その生活を支えている医療機関や生活支

援機関との連携を密に、精神障害者が暮らす地域で包括的に支援を組んでいく必要がある。このことか

ら、精神障害者の職業的自立に向けて職業訓練が機能するためには、就労支援機関に止まらず、包括的

地域生活支援プログラム(ACT）のような地域での生活を支える生活支援機関及び医療機関との地域包括

的な連携が要点である。 
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